
工事協定書

東習志野三丁目町会 近隣 周辺住民 川鋼研地巨大マンション群建設を反対する会 (以

下「甲Jという)と建築主代表及rjFd工者 株 式会社 最 谷エコーポレーション (以下「乙J

という)と は る が千葉県習吉野市東習志野2丁 目1番 2他 (地番)(以下 「当該地Jと い

う)に 建設予定の “周弥)東 習志野計画新築工革 (以下 「本作嬉築物Jと いう)に ついて

甲 乙 協議の,え 下 記のとおり協定するものとする

記

第 1条 (基本事項)

甲 乙 は 誠 真にこの協定書に定める事項を履行し よ り良い近隣関係の育成に努ある

とともに 本 件建築物の建築によつて甲の日常生活に若しい障害をあたえないように対策

を講じるものとする

第2条 (計画腕震)

建築物の名称 :“騎か 東習志野計画

敷地面購 : 66 574 24ゴ  建 築面積 :25 32S 9611f

延床面積 i164 800 05■ f 構 造矧草:R Ctt ■ l■14階  1 453戸

最高高さ【     43 29m

乙は 甲 と協議した本作建築物のEP計又は抵工に関する内容を変更しようとする時は

軽微なものを除き 事 前に甲に説明するものとする。この場合において甲が本協定を変更

する必要があると認めるときは 乙 は協議に応じるものとする

第 3条 (関連法規の連守)

とは 当 該建築物の工事に際しては 鷺 築基準法の規定はヽちろんのこと 千 葉県公害

蕩止条例 労 期安全衛生法 労 働基準法 道 lt交通法等法規を連宇し そ の他関係官庁等
の指導に従い甲の日常生活に支障のないよう充分留意するものとする。

第4集 (事前調査及例司辺家屋及rF l属物の損傷)

乙は 本 件建築物の地工に起因し 甲 の建物及もヽ 属物に損傷を与えた時は 甲  乙 は

協議の上 修 復または補償を乙の負担で行うものとする

乙に 工 事により製損の恐れのある甲の家屋及び付属物については当骸家屋の所有者

居仁者等の立会いの上 EHg/等 を実施し 甲 の家屋浄の現況を確認した調査結果報告

書を甲に提出するものとする。また 家 屋調査来実施のお宅より損傷があったと申し入れ

があつた場合も 乙 は遭や力ヽ こ状況を確認し 甲  乙 協議の上 修 ねまたは捕億をるの負

担で行うものとする。

なお 本 条の調査及び調査資料に関する費用は 乙 の負担とする。



第5条 (工事期間)

本件建築物の本工事の工事期間は平成 19年 12月 S日 より平成 22年 6月末日(予定)

とする。

ただし 天 候その他講事情によリエ事郷間を延長または変更する場合は 乙 は■週間前

までに甲に文書で連絡するものとする。

(1)と は 工 事別関中 月 毎の作業予定表を甲に配布する。

(2)乙 は E 皿 工区の工事若手時に甲に各工区の工事スクジュールを説明するものと

する

第6条 (作業時間等)

(1)作 業日は月曜日から土曜日までとし 作 業時間は準備及び後片付け作業を含め 午

前8時 00分 から午後6時 30分 までとする

(2)日曜日は全体とする。

ただし や むを得す日曜日に作業を実施する場合は 甲 に文書で連絡するものとす

る

なお 祝 日作業を貫施する場合は 午 前S時 Oo分 から午後6時 00分 までとし

騒音 振 動による迷惑が予想される根切り工事 コ ンクリート打設工事は行わず

騒吉 振 動が軽微な軽作業 (別添祝日作業内容一時表)に 限り 実 施するものとす

る

コンクリート打設作業等途中で中断できない作業においてやむを待す延長ぶ生じる

場合は 上 記時間外でも作業することがあるが こ の場合速や力wこその旨甲代表吉

に文書で通知し 当 該軸反囲いの週間工事掲利反に掲示するものとする (東西南北

4ヶ 所 以 下同様とする)

工事の進捗状況に応じてやむを得す行う騒音 振 動の伴わrFい軽作業や内部仕上げ

工事については上記作業時間外でも作業することがあるが こ の場合 少 なくとも
1週間前にその旨書面で甲に感市 通rDし tr8間工事掲Tfzに 明記するものどする。
なお 最 大延長時間は午後8時 00分 までとするが ヨ ンクリート打設後のコテ押

さえ作業の場合は午後 10時 00分 までとする

ただし ,テ 押さえ終了時間については外気温の低い時期やその他の時期で止むを

得ない理由が生した場合は午後 10時 00分 を延長してできるものとする。乙は

外気温が低い時期は月問工程表にその日時を明記することで甲に周知するものとし

その他の時期で止むを得す延長する場合は 判 明した時点で速や力■こ甲に文書で運

知するものとする

甲に迷惑を及ぼす建設機械等の搬出入に際しては 所 暗警第署の指示に従うものと

する。又 所 轄警察署から作業時間 作 業形態について指示を受けた場合は 上 記

作業日 作 業時間外でも作業することがあるが こ の場合 原 員Jとして1週間前ま

でに甲に文書で連絡するものとする.

景風 大 雨学校害が予想される場合は 事 前に仮囲い 資 材 養 生網 シ ー ト等充

分な安全対策を播じるものとする 万 一地屋等緊急事態が発生したlDBは  上 記作

業日 作 業時間外でも安全対策作業に限り作業することがある。

(3)

(4)

( 5 )

ａ
ｐ



(7)休 日又は夜間に生じたトラプルに対しては速やかに現場に到着しヒらに対処するも
のとする。

第7条 (危険防止処置対策)

乙は 本 作工事を施工するに当たり 周 辺家屋等を穀損しないよう 又  人 身に対する

危険防止のため 次 のような保全措置を護じるものとする。

(1)当該地周囲は万能鋼飯 (高さSm)(住 囲いを行うものとする。

(2)奈材 工 事糊戒 く ず ご み等の飛故 落 下等を防止するためのPrlEを行うものと

する。

(3)作業のための足場面 (ご近隣に面する箇所のみ)に は飛散ら止のため メ ッシュシ
ート又は養生シート張りとする。

(4)危 険物 (工事用ガス 有 機溶剤等可除物等)を 倒吊 又 は保管する場合は 管 理貫

任者を定め 安 全管理を充分に加すものとする。

第8失 (工事中の交通安全対策)

乙は 工 事現場の出入日については 歩 行者及び通行車両等の安全を優先し 特 に歩行

者の安全確保及び降上の清掃に努めるものとする。

(1)工 事期間中の交通安全対策については 所轄警察暑の指示 指導に従うものとする。

(2)工 事自面には 「工事関係入場許可書Jを 冊布し草内の見える箇所に握示する

(3)工 事期間中葛面の出入りについては交通誘導員を配置し安資を確保する。

(4)工 事期間中車両の出入り 工 事斉材の搬入等については学童の登枝通学時間常は行
わないものとする

(5)工 事車両の遷類手に対しては 近隣 周辺道臨の制限速度を遷守するとともに近隣

周辺道路で御機することの無いよう指導を徹底する。

(6)工 事車両等が避場する際は 出 入り日付近を上砂寺でおさぬよう 当 該地内で洗浄
し出入り日付近をむやみに散水しな↓、又 ヨ ンクリー トミキサー車においても当

該地外で抗津をしないよう指導を御芭する

(7)大 型車両は日立通り及びマラツン道路を利用しないものとする。

(8)工 事関係者の通勤車両は午前8時 までに致地内に入場させ 入 場後はアイトリング

を上め 作 業開始まで休憩所で待機するよう指導を行うものとする。

(9)本 工事関係車両による道路損傷については そ の状況をその都度植認し そ の対応
については関係者及び所轄官庁ど協議して乙の由こにおいて復旧するものどする。

第9条

乙は 工 事の抵工中 甲 の日常生活及び家屋等に与える影響を験′!限ヽにとどめるために

次の措置を議じるものとする

(1)騒 音 振 動防止のため工割尋機械 車 両 工 具等の使用に当たっては 法 令等に定

められた翔制基準を蓮守するとともにほ騒音 ほ 振動型の物を選t~し 使 用する



(2)建 設機械の運転作業に際しては懸吉 振 動に充分注意し丁重な作業を行うよう遷蠣

手にその都度朝礼等で指導を徹底する

(3)そ の他工事に伴い 甲 に迷惑のかからないよう最書の努力を行うものとする

第 10条 (工事現場の風紀対策)

乙は 現 場作業員等が甲に対し 不 調真な督鋼東いや態度 行 動をとらないよう充分注

意 治 半し現場の規律を保つものとする。

(1)当 該地内に休息所は設置するが 作 業員の宿泊施投は設置しない

(2)所 轄挙察署の指示 指 導に従い作業のために早朝に当該進内に入場する場合は 作

業員に騒音を生じさせないよう指示 指 導を徹底する。また 午 後7時 を過ぎて退

場する場合も騒首を生じさせないよう指示 指 導を徹底する。

(3)作 業員の風紀については甲に不内歓を与えないよう 指 導 監 督の徹底を図る。

(4)作 業員は 当 該l L4において夕″`コ ご み 空 き缶等のポイ捨て 立 刀H夏等をしな

いよう指導を徹底する。

(5)作 業員の通勤用車両等が当該鞭 辺の略上に毬草することの無いよう 駐 車メ本―

スを確保し指示 指 導を徹底する

第 11条 (テレビ電波障害対策)

乙は 承 件工事及びホ件建築物に起因したテレピ電渡障害が発生した場合は 直 ちに篭

渡懐告除去対策を行い原状回復の措置を行うものとする。

なお 経 費負担 (調査葉を含む)は るの責任において行うものとする

第12条 (風による家屋及rFtt属物の損傷対策)

乙は 痢 牛窪築物の建設に起因することが明らかな風により甲の建物及び付属物に損傷

を与えた時は甲と乙は協議の上 乙 の負担により修塩又は補債をするものとする。

なお 損 傷の調査等はこの費用で行うものとする。

第 13条 (プライパシー侵害対策)

乙は 本 ■建築物に近接する甲よリプライバシー保護のための対策の申し)ヽ があつた

場合は 甲  乙 協議の上 対 応措置縮 するものとする

第 14条 (汚染有害物質対策)

(1)乙 は 杭 工草施工計画書にある地下水汚発に対してお集濃度分析の強記を行い 行

政と協議を行いながら工事を慎重に進めるものとする。

(2)観 測井 杭 工事における地下水汚染の調査 分 析は第二者専門機関 (中央開郵末式

会社)が 行い 乙 はその調査分析報告害の当骸項目について控を常の要求にはじて

甲に公開するものとする

第15条 (協議事項の周知 佃

乙は 本 拐定の内容を協力業者も含めた現場作業員に同知 徹 底するよう客めるものと



する。

第 16条 (連絡本国)

とは 工 事責任苦を定めて作業中は現場に常駐させ こ の協定書が円滑に履行できるよ

う工事を管理監督するものとする.

この協定を円滑に実施するために甲 乙 の連絡担当者を次のように定め 変 更があつた時

は 速 やかに相互に通知するものとする

弔 (住F" ηβ路

乙 9■ 所)督 志野市東習志野2-1 現 場作業所内

(氏名)現 線所長 井 上 務   改 席 !輿口 茂   tr席 :里見 義 之

( 町L 1  0 4 7 ( 4 7 0 ) 3 3 0 1

以 上

路す
ぽ

親
■

第 17条 (違展行為について)

本鶴定の各条項に明らわ寸〔営反する行為お`あると甲から申入れがあつた場合は こ は

蓮やか■こ事真確認を行うとともに重大な違反行為が確認された場合は 速 やお1こ改善し

その改善内容を甲に文きで報告するものとする

第 1日条 (その他について)

本協定書の解釈について疑義が生じた場合 又 は本協定書に定めのない事態が生じた場

合は甲 乙 が誠音をもつて協議し解決するものとする

甲 こ はこの協定の締結を証するために本書 2通 を狗成し 各 ″が記ち 捺 印の上 各
一通を保有するものとする。
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